
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のための活躍が期待できる

地域活性化の事例として、永田集落農地・水保全管理活動組織（安来市）に「ディスカバー

農山漁村（むら）の宝」奨励賞が中国四国農政局から授与されました。 

 永田集落農地・水保全管理活動組織では、「花桃とシバザクラが咲き乱れる里～今日もえ

ーひだ（比田、日だ）～」をスローガンに、多面的機能支払交付金を活用し花桃、シバザク

ラの植栽が行われています。 

 平成 26 年度から始まった植栽は、畦畔等の草刈り作業の省力化のみならず、法面崩れに

よる水田や水路の土砂流入など災害防止効果、植栽作業は、女性の力の発揮や若い世代の積

極的参加が促され、集落の活性化につながっています。 

 また「シバザクラ祭り」は関係人口の増加につながり、集落から流出した子育て世代が再

び故郷に目を向ける契機となっています。 

 今後は、全構成員が積極的に活動に参加す

る体制を継続しつつ、定住可能な新規就農者

の確保、学生ボランティアやインターンシッ

プの受入体制を整備し、次世代の担い手の確

保・育成に力を入れ活動を展開していこうと

されてます。 

 永田集落農地・水保全管理活動組織の皆さ

んおめでとうございました。 

シバザクラの開花状況、植栽等の様子は

Facebook「猿隠高原シバザクラの里永田」

で紹介されています。皆さんご覧ください。 

全国の活動組織の事例はこちらから 「農村ふるさと通信」はこちらから

多面事例 検索 農村ふるさと 検索



 

 

 

 

 

 

 

１１月１９日に農道側溝の泥上げ作業を実施したところ生態系の新たな発見をしました。 

側溝の泥上げをした農道は、流れの停滞する勾配の緩い路線

であり、大雨時には道路にあふれることが頻繁です。また、田

んぼの落水にも利用しているため常に水がある状態ですが、稲

刈りが終わって、水が抜けたので泥上げをしていたら沢山のド

ジョウが出てきて驚きました。延長 40ｍ足らずの区間に大き

なドジョウが１００匹近くおりました。 

 

角スコップで泥を上げると水路底に吸い付く形で生息していま

す。砂利が多いところには、あまりいませんが、刈草が堆積し

て黒っぽく泥炭化した土の下にはウヨウヨいます。１時間ほど

でこんなに大きなドジョウが取れたのは小学生（50 年前）の

頃以来です。なんで、こんな閉鎖域に住んでいるのか？ 

 

  

 

どんぐりころころお池にはまって、さあ大変・・・ドジョ

ウが出てきてこんにちはという場面ではないですね。3 月

末に田んぼの排水のため法下に掘っている溝にいるのは見

たことがあります。3 ㎝程度で数もそんなに多くありませ

ん。念のために、そこも掘ってみましたが、全くいませ

ん。 

活活動動事事例例紹紹介介  

泥上げ前の水路 大雨時の水路 

田んぼの溝（どうじょうはいない） 



 

 

広い田んぼの水辺が住みやすいだろうに、なぜ、こんな道路側溝に生息するのか不思議だと思いませ

んか。道路側溝から田んぼに帰ることはできません。人間が泥上げをしてドジョウは移動させたもの

の、冬眠中でいずれは川に下る、単なる寝床なんでしょうか。それなら、人間のお節介ですね。 

しかしながら、この区域は、パイプラインで完全に用排分離の地形ですから、川から田んぼに入るこ

とは不可能です。 

もともと生息する環境は、圃場整備事業以前の幼少の頃、ドジョウが住んでいたのは田んぼの泥の中

と記憶にあります。まだ、メダカやナマズがいた時代が懐かしく思えます。 

稲作も、低農薬、低肥料で化学物質は押さえていく方向ですが、生物が生息する条件と人間が環境配

慮することに疑問を覚えた一場面でした。参考までに、お知らせします。 

                         事務局長  長廻 英夫 

 

  多面的機能支払交付金の活動について、活動写真を基に 

紹介しています。 

  「どんな活動ができるかいな～！？」と皆さんでご覧く 

 ださい。（ネットワーク通信に同封しています。） 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる活動の中止 

Ｑ 新型コロナウイルスの影響で、本年度は一部の活動が中止になりました。この場合、要件未達成で

交付金の返還になるのでしょうか。 

Ａ いいえ。新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、年に 1回以上の実施が要件になっている活

動ができなくても「要件未達成」にはなりません。活動を中止する場合は、市町村に相談をお願いし

ます。 

 なお、この場合、令和 2年度の実施状況報告書での備考欄「未実施理由」は、「コロナウイルスの影

響により特例措置適用」になります。 

  

ようこそ相談室へ 



 

 

～多面的機能支払交付金に関することは～ 

◆島根県農地・水・環境保全協議会 

〔事務局〕水土里ネット島根 

  Tel 0852-32-4141 Fax 0852-24-0848 

http://www.nouchimizu-shimane.jp 

◆島根県農林水産部農林水産総務課 農山漁村振興室     Tel 0852-22-5119 

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/kojo_taisaku/ 

◆又は最寄りの各市町村担当課までお問合わせ下さい。 

★３月、４月の予定★ 

３月１９日（金） 島根県中山間地域等直接支払交付金・多面的機能支払交付金検討委員会（第三者委員会） 

 

活動組織の皆さんへ 

年度末になりました。実施状況報告書の準備をお願いします。 

●令和２年度実施状況報告書等様式は、協議会ホームページからダウン 

ロードできます。 

●水土里ネットの事務支援システム「助さん」をお使いの組織の方は、「令和２年度助さん更新

版」で「助さん」を更新させてください。令和２年度報告書等様式に対応します。 

●令和２年度の活動についての支出は、令和３年度の会計から支出できません。 

払い忘れがないか確認をしておきましょう。 

    

実施状況報告を提出される前に ☑ してみましょう。 

□ 金銭出納簿には、領収書番号、活動実施日が忘れずに記入されていますか。 

□ 金銭出納簿の活動実施日が、活動記録に載っていますか。 

□ 領収書の宛名が活動組織名ですか。 

□ 領収書に但し書きが記入されていますか。（品目、数量等が分かりますか。） 

□ 感熱紙の領収書、レシートはコピーが取ってありますか。 

□ 個々の農家の草刈り等に日当を支払われた場合、その作業をされた実施日が整理されて 

  いますか。 

□ 委託工事について、見積書、契約書、請求書、領収書が揃っていますか。 

□ 総会の議事録はありますか。 

□ 「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」で皆さんで話し合いを行われた際の 

議事録はありますか。 

報告書の作成にお困りな組織は、ご連絡ください。連絡先 0852-32-4141 協議会 深田まで 

 

 
～担当者の声～ 

令和２年度もあと 1 か月となりました。今年度は、コロナ禍で飲み会はもとより、会合もほとんど開かれな

い集落もあったのではないかと思います。多面的機能支払など地域活動の基礎単位は“集落”です。「地域で

の集まりがなくなって楽になった。」との声も多く聞こえますが、コロナ後の地域社会を支える“集落”の重

要性を今一度考えたいと思います。（協議会 Ｏ） 

吉原活動組織（吉賀町） 


